
父母後援会共済事業規約 

1. 趣旨及び事業 

城西国際大学父母後援会では、城西国際大学学生（大学院生及び別科学生を含む。）の父母 

又は学費負担者として登録された者（様式 1）を会員とし、相互扶助の精神に則り、次のような

共済事業を行う。 

（1）在学生を対象として「学生教育研究災害傷害保険」（以下、「学研災」という）「学研災付帯賠

償責任保険」（以下、「学研賠」という）及び「総合福祉団体定期保険」（以下、「生命保険」と

いう）に加入することにより、学内外を問わずに 24 時間、正課授業中や課外活動等の学生生

活を保障し、次のようなときは各保険特約条項に基づく保険金の支払いが受けられるように

する。 

① 正課中及びそれに準ずる研究活動中に発生した傷害及び死亡、後遺症。 

② 学生の日常生活（課外活動等も含む）で被る不慮の事故による死亡または所定の高度障 

害になったとき若しくは入院及び所定の障害状態になったとき。 

③ 国内外において、学生が正課、学校行事、ボランティアクラブ等で課外活動及びその往復で 

他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したことにより被る損害賠償を補償する。（学研賠） 

④ 病気による治療及び入院等の補償は保険金支払い対象外。 

⑤ 生命保険の保険金受取人は、会員とする。 

※学研災加入者が学研災及び学研賠では補償が不足と思われる場合に、病気等も補償ある

任意加入の学研災付帯学生生活総合保険があります。 

（2）会員が不慮の災害に遭遇されたときは、見舞金を支給する。 

（3）学生の正課中及び課外活動、生活中の傷害事故に対して見舞金を支給する。 

   （請求は事故後 180 日以内に限る） 

2. 共 済 費 

（1）学生 1 人年額 9,000 円を会員負担とする。 

（2）共済費納入は入学時 9,000 円とし、2 年次以降毎年 4 月末日までに 9,000 円を納入する。 

（3）共済事業運営上やむを得ざる場合には増額することができる。 

3. 共済費の支出の内訳 

（1）学生保険に関する保険料（学研災＋学研賠） 

  保険料については、保険約款に基づく料額とする。ただし、役員会に報告するものとする。 

   経営情報学部  入学時（4 年間） 4,660 円 国際人文学部  入学時（4 年間） 4,660 円 

   健 康 科 学 部 薬  学  部  入学時（6 年間） 6,840 円 

   ・福祉総合学科 入学時（4 年間） 4,730 円 メディア学部  入学時（4 年間） 4,660 円 

・理学療法学科 入学時（4 年間） 5,370 円 観 光 学 部  入学時（4 年間） 4,660 円 

・看 護 学 科 入学時（4 年間） 5,370 円  

大学院 修士  入学時（2 年間） 2,430 円 大 学 院 博 士  入学時（3 年間） 3,620 円 

大学院 博士  入学時（4 年間） 4,660 円 交換留学生・別科  入学時（1 年間） 1,340 円 

保険有効期間は卒業年度の 3 月 31 日までとする。（ただし、秋季入学生は卒業年度の 8 月 31 日） 

（2）生命保険に関する保険料 

   保険料については、保険約款に基づく料額とする。ただし、役員会に報告するものとする。 

   保険有効期間は 1 年間（4 月１日から 3 月 31 日。ただし、秋季入学生は、9 月 1 日から 8 月 31 日） 

（3）共済基金 

異常事態に対応するため基金を設ける。  



4. 会員の死亡による授業料の奨学金 

学生の保護者で学費負担者である会員が死亡した時は、学生本人の申し出により通常の卒業

課程の範囲を限度に、授業料を奨学金として無利息で貸与を行うものとする。 

なお、奨学金返還については、本学卒業後又は学籍移動後 1 年を経過した後より開始するもの

とする。ただし、卒業年度の１月末日、又は奨学金を辞退したとき、或いは本学の学籍を失った

ときには返還方法について記した借用証書と返還明細書を本会へ提出し報告するものとする。 

この細則については別に定める。 

参照「城西国際大学父母後援会奨学金規則」 

5. 事故の際支払われる保険金 

（1）学研災の保険金 

区        分 保 険 金 

① 正課中・学校行事中の死亡 

       〃       の傷害（1 日目から） 

後遺障害保険金 

入院給付金（180 日を限度）1 日につき 

② 課外活動中・通学中・学校施設内または学内移動中の死亡 

       〃       の傷害（14 日以上） 

通学中・施設間移動中の傷害（4 日以上） 

後遺障害保険金 

入院給付金（180 日を限度）1 日につき 

2,000 万円 

3,000 円～30 万円 

120 万円～3,000 万円 

4,000 円 

1,000 万円 

3 万円～30 万円 

6,000 円～30 万円 

60 万円～1,500 万円 

4,000 円 

※ 後遺障害金は、保険約款による所定の身体障害の程度に応じて保険金が支払われます。 

（2）学研賠の保険金 

   対人・対物賠償 対人賠償と対物賠償あわせて、1 事故につき 1 億円限度（免責金額なし） 

（3）生命保険の保険金 

区        分 保 険 金 

病気による死亡・高度障害 

不慮の事故による死亡・高度障害 

障害給付金 

入院給付金（入院 5 日以上 120 日を限度） 

150 万円 

150 万円 

15 万円～105 万円 

1 日 2,250 円 

※ 高度障害保険金は普通保険約款に定める所定の高度障害状態に該当したときに支払われます。 

また、障害給付金は、災害総合保障特約条項に定める所定の身体障害の程度に応じて支払われます。 

（4）その他 

通学途中、正課中の事故発生による死亡又は傷害の際には、上記学生保険と生命保険の

保険金が支払われます。 

例えば、正課中死亡の場合は 2,000 万円＋150 万円、合計 2,150 万円の支払いを受ける保険金です。 

6. 各種見舞金 

（1）弔慰金（様式 2） 

 ① 会員が死亡した場合は 10 万円の弔慰金を支給する。 

② 学生が死亡した場合は 10 万円の弔慰金を支給する。 

（2）傷害見舞金（様式 2） 

① 学生が正課中傷害事故を起こした場合は、完治するまでの治療費の実費 10 万円を限度として給付す 

る。ただし、学生保険から治療費が給付された給付額を差し引いた金額の限度を 10 万円とする。 



② 学生が正課中以外の課外活動で傷害事故を起こした場合は、完治するまでの治療費の実費

10 万円を限度として給付する。ただし、14 日以上の通院又は 5 日以上の入院治療につい

ては、学生保険から入院給付金が給付されるので、その給付額を差し引いた金額の限度を

10 万円とする。 

③ 学生が通学途中・施設間移動中に傷害事故を起こした場合は、完治するまでの治療費の実

費 10 万円を限度として給付する。ただし、4 日以上の治療については学生保険から治療

費が給付されるので、その給付額を差し引いた金額の限度を 10 万円とする。 

（3）災害見舞金（様式 2） 

① 会員が不慮の災害を蒙った時は、次の別表により災害見舞金を支出することができる。 
 

種別 

金額 

火  災 風 水 害 

３万円 家屋一部焼失 床上浸水 

５万円 家屋半焼 家屋半壊 

１０万円 家屋全焼 家屋全壊 

② 学生の居住する下宿、アパートが火災で焼失した場合、風水害で被害を蒙った時は、その

被害の程度により、５万円を限度として見舞金を給付する。 

ただし、地震による災害を除くものとする。 

7. 本共済事業の経費は共済費をもってこれにあてる。但し、本共済事業及び父母後援会事業の運営に

ともなう収支決算に過不足が生じた場合には、相互に運用できるものとする。 

付 則 1. 本共済事業規約は、平成４年４月１日より実施する。 

 ただし、学研災の適用は、平成４年６月１日とする。 

 2. 本共済事業規約は、平成６年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災の適用は、平成６年度入学生からとする。 

3. 本共済事業規約は、平成８年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災の適用は、平成８年度入学生からとする。 

4. 本共済事業規約は、平成 10 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災の適用は、平成 10 年度入学生からとする。 

5. 本共済事業規約は、平成 14 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災の適用は、平成 14 年度入学生からとする。 

6. 本共済事業規約は、平成 16 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災の適用は、平成 16 年度入学生からとする。 

7. 本共済事業規約は、平成 17 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災の適用は、平成 17 年度入学生からとする。 

8. 本共済事業規約は、平成 18 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災の適用は、平成 18 年度入学生からとする。 

9. 本共済事業規約は、平成 22 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、平成 22 年度入学生からとする。 

10. 本共済事業規約は、平成 23 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、平成 23 年度入学生からとする。 

11. 本共済事業規約は、平成 24 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、平成 24 年度入学生からとする。 

12. 本共済事業規約は、平成 25 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、平成 25 年度入学生からとする。 

13. 本共済事業規約は、平成 26 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、平成 26 年度入学生からとする。 

14. 本共済事業規約は、平成 27 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、平成 27 年度入学生からとする。 

15. 本共済事業規約は、平成 28 年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、平成 28 年度入学生からとする。 

16. 本共済事業規約は、令和元年５月 18 日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、令和元年度入学生からとする。 



17. 本共済事業規約は、令和４年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、令和４年度入学生からとする。 

18. 本共済事業規約は、令和８年４月１日一部改正。 

 ただし、学研災・学研賠の適用は、令和８年度入学生からとする。 
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